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新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底について 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けては、県民及び事業者の皆様に対して、

これまで「新しい生活様式」の実践や感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染予防対策

の徹底をお願いしているところです。 

しかしながら、県内では、７月から新型コロナウイルス感染症の感染者の確認が相次ぎ、

昨日までに６３例もの感染が確認され、これまで以上に、県全体で感染拡大への警戒を強

めていく必要があります。 

ついては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、「新しい生活様式」の

実践や業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」の徹底、また、移動先の自治体の情報に

留意し慎重に行動することなど、所管する出先機関、施設、関係団体等に対し、適切な感

染予防対策の徹底について、周知してくださいますようお願いします。 

  

<添付資料> 

○「新しい生活様式」の実践例 

 ○業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧 

 

<参  考> 

○内閣官房ホームページ（https://corona.go.jp/） 
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